
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
流し台となる上部開口形の容体に排水部を設け、この容体に複数体の脚部を着脱自在に垂
設し、この各脚部と前記容体とに、容体から取り外した各脚部を容体の上部開口部を閉塞
するように架設状態にして並設状態に係止し得る係止機構を設 前記容体に前記脚部
を添設状態に一体化して持ち運びできるように構成したことを特徴とする持ち運びに便利
な流し台装置。
【請求項２】
前記容体の上部開口部の開口上縁部に前記係止機構によって前記脚部を架設状態にして並
設状態に係止することで、前記上部開口部がこの脚部により閉塞状態となり、容体内に付
属品や備品を収納できる閉塞収納部が形成され、この容体若しくは前記脚部に設けた前記
取手部を持ってトランクのように持ち運びできるように構成したことを特徴とする請求項
１記載の持ち運びに便利な流し台装置。
【請求項３】
前記容体の四隅部に上端部を係合することで着脱自在に棒状の脚部を垂設し、この各脚部
に前記容体の上部開口部の上縁部に係止し得る係止部を設けて前記係止機構を構成し、こ
の係止機構によって前記各脚部を容体の上部開口部間に架設状態にし並設状態に係止し得
るように構成したことを特徴とする請求項１，２のいずれか１項に記載の持ち運びに便利
な流し台装置。
【請求項４】
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前記各脚部に前記容体の上部開口部の上縁部に係止し得る係止部を設け、この係止部は係
止状態において上部開口部の上縁部に沿ってスライド移動し得るように構成し、上部開口
部間に順次各脚部を係止部によって係止した後スライド移動して容体の上部開口部間に当
接若しくは近接状態にして、且つ略完全に容体の上部開口部を前記脚部によって閉塞し得
るように構成したことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の持ち運びに便利
な流し台装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アウトドアとして最適な持ち運びに便利な流し台装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
例えば、キャンプや工事現場などで仮設の流し台を設置したい場合があるが、流し台は使
いやすい高さに保持する必要があるため、かなり長い脚付流し台としなければならず、運
搬や持ち運びには不便である。
【０００３】
本発明は、軽量化や組み立て構造とする発想に留まらず、脚付の使いやすい流し台であり
ながら、分解した脚を流し台と一体化して持ち運びやすくするだけでなく、この運搬に際
して組み付ける脚を流し台の容体の蓋体として機能させることで持ち運びに便利で、排水
ホース，排水目皿，あるいは石鹸やその他の小物，付属品などを流し台に収納しトランク
のようにして持ち運びできる画期的な持ち運びに便利な流し台装置を提供することを目的
としている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【０００５】
流し台となる上部開口形の容体１に排水部２を設け、この容体１に複数体の脚部４を着脱
自在に垂設し、この各脚部４と前記容体１とに、容体１から取り外した各脚部４を容体１
の上部開口部１Ａを閉塞するように架設状態にして並設状態に係止し得る係止機構５を設

前記容体１に前記脚部４を添設状態に一体化して持ち運びできるように構成したこ
とを特徴とする持ち運びに便利な流し台装置に係るものである。
【０００６】
また、前記容体１の上部開口部１Ａの開口上縁部に前記係止機構５によって前記脚部４を
架設状態にして並設状態に係止することで、前記上部開口部１Ａがこの脚部４により閉塞
状態となり、容体１内に付属品や備品を収納できる閉塞収納部が形成され、この容体１若
しくは前記脚部４に設けた前記取手部３を持ってトランクのように持ち運びできるように
構成したことを特徴とする請求項１記載の持ち運びに便利な流し台装置に係るものである
。
【０００７】
また、前記容体１の四隅部に上端部を係合することで着脱自在に棒状の脚部４を垂設し、
この各脚部４に前記容体１の上部開口部１Ａの上縁部に係止し得る係止部５Ａを設けて前
記係止機構５を構成し、この係止機構５によって前記各脚部４を容体１の上部開口部１Ａ
間に架設状態にし並設状態に係止し得るように構成したことを特徴とする請求項１，２の
いずれか１項に記載の持ち運びに便利な流し台装置に係るものである。
【０００８】
また、前記各脚部４に前記容体１の上部開口部１Ａの上縁部に係止し得る係止部５Ａを設
け、この係止部５Ａは係止状態において上部開口部１Ａの上縁部に沿ってスライド移動し
得るように構成し、上部開口部１Ａ間に順次各脚部４を係止部５Ａによって係止した後ス
ライド移動して容体１の上部開口部１Ａ間に当接若しくは近接状態にして、且つ略完全に
容体１の上部開口部１Ａを前記脚部４によって閉塞し得るように構成したことを特徴とす
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る請求項１～３のいずれか１項に記載の持ち運びに便利な流し台装置に係るものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
好適と考える本発明の実施の形態（発明をどのように実施するか）を、図面に基づいてそ
の作用効果を示して簡単に説明する。
【００１０】
運搬，持ち運びに際しては、流し台となる上部開口形の容体１から各脚部４を取り外し、
この脚部４を係止機構５により容体１の上部開口部１Ａ間に架設状態にして並設状態に係
止する。
【００１１】
従って、流し台は容体１を使いやすい高さに保持するため長い脚部４を要するが、この脚
部４が取り外され、容体１に添設状態に一体化されるため、コンパクトとなり、携帯に秀
れ、運搬スペースもとらない。
【００１２】
しかも、本発明は、この脚部４は単に容体１に添設するのではなく、容体１の上部開口部
１Ａに並べて架設するため、この脚部４が容体１の閉塞蓋として機能し、容体１の開口凹
部を閉塞収納部として利用することができる。
【００１３】
従って、例えば容体１の排水部２に連結する排水ホース６や目皿，あるいは石鹸やたわし
などの付属品や小物を収納でき、例えば取手部３を持ってトランクのように持ち運びでき
、キャンプや工事現場などのアウトドア用として使用する際、非常に便利となる。
【００１４】
また、容体１や脚部４を樹脂成形品とすることで、量産性に秀れると共に、軽量化も図れ
る。
【００１５】
【実施例】
本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。
【００１６】
樹脂形成品とした上部開口形の容体１の底部に排水部２を設け、この排水部２に排水ホー
ス６を連結して流し台として使用できるように構成し、図１～図３に示すように、この容
体１の四隅部に係合孔部７を形成し、この係合孔部７に樹脂成形品とした棒状の脚部４の
差込上端部４ 'を着脱自在に差し込み係合し、係合孔部７の窓孔の係合縁７Ａに脚部４の
差込上端部４ 'に形成した係止部４Ａを係止して、脚付の流し台として使用できるように
構成している。
【００１７】
本実施例では、窓孔を介して係止部４Ａを押し込み係合縁７Ａから係脱させて脚部４を引
き抜き、この容体１から取り外した各脚部４を容体１の上部開口部１Ａを閉塞するように
架設状態にして並設状態に係止し得る係止機構５を容体１の上部開口部１Ａと脚部４とに
設けている。
この係止機構５は、図４～図６に示すように、この各脚部４に前記容体１の上部開口部１
Ａの上縁部に係止し得る係止部５Ａを設けて前記係止機構５を構成し、この係止機構５に
よって前記各脚部４を容体１の上部開口部１Ａ間に架設状態にし並設状態に係止し得るよ
うに構成している。
【００１８】
具体的には、容体１の上部開口部１Ａの対向辺部に夫々垂下縁を有する係止縁部５Ｂを形
成し、各脚部４の周面にこの係止縁部５Ｂに係止する係止部５Ａを設けている。
【００１９】
この係止部５Ａは、脚部４の周面より突設した屈曲弾性を有する腕部の先端に前記係止縁
部５Ｂに引っ掛け係止するフック係止部を設けた構成とし、係止状態において上部開口部
１Ａの上縁部（係止縁部５Ｂ）に沿ってスライド移動し得るように構成し、上部開口部１
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Ａ間に順次各脚部４を係止部５Ａによって係止した後スライド移動して容体１の上部開口
部１Ａ間に当接状態にして、且つ完全に容体１の上部開口部１Ａを前記脚部４によって閉
塞し得るように構成している。
【００２０】
また、この係止縁部５Ｂの側部にはこの係止部５Ａの過スライドを阻止するストッパー縁
８を設け、容体１の上部開口部１Ａに各脚部４を架設係止しては横方へスライドしてスト
ッパー縁８に押し当て、順次脚部４を係止していくことで、容体１の上部開口部１Ａを完
全にこれら脚部４により閉塞し、小物や付属品を収納した際、横にしても倒しても落ちな
いように構成している。
【００２１】
従って、持ち運びに際しては、脚部４を順次引き抜き、脚部４の一方側の係止部５Ａを一
方側の係止縁部５Ｂに引っ掛け、他方側の係止部５Ａをやや撓ませながら他方側の係止縁
部５Ｂに引っ掛け係止して抜け外れ状態に係止し、順次脚部４を並設状態に架設すること
で脚部４を容体１に添設状態に係止固定すると共に、容体１の上部開口部１Ａを閉塞する
ことができる。
【００２２】
従って、軽量であって、分解組み立て構造である上、脚部４は容体１に添設固定でき、し
かも容体１内に必要備品を収納した上で脚部４で閉塞でき、容体１に設けた取手部３を持
ってトランクのように持ち運びできることとなる。
【００２３】
【発明の効果】
本発明は上述のように構成したから、分解可能な脚付の使いやすい流し台でありながら、
分解した脚を流し台（容体）と一体化して持ち運びでき、しかもこの脚は添設状態に固定
できるため、持ち運び易い。
【００２４】
そして更に本発明は、この運搬に際して組み付ける脚を流し台（容体）の蓋体として機能
させることで持ち運びに便利な上、しかも排水ホース，排水目皿，あるいは石鹸やその他
の小物，付属品などを流し台に収納しトランクのようにして持ち運びできる画期的な流し
台装置となる。
【００２５】
また、請求項２記載の発明においては、取手部を持ってトランクのように持ち運びでき、
極めて画期的な持ち運びに便利な流し台装置となる。
【００２６】
また、請求項３記載の発明においては、一層簡易な構成で実現でき、極めて実用性に秀れ
た持ち運びに便利な流し台装置となる。
【００２７】
また、請求項４記載の発明においては、簡単な作業で脚部を容体の上部開口部に次々と架
設係止でき、上部開口部を略完全に閉塞し、閉塞収納部を形成できることとなる極めて実
用性に秀れた画期的な持ち運びに便利な流し台装置となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例の使用状態を示す斜視図である。
【図２】本実施例の分解説明斜視図である。
【図３】本実施例の使用状態での要部の正断面図である。
【図４】本実施例の持ち運び状態の斜視図である。
【図５】本実施例の持ち運び状態の正断面図である。
【図６】本実施例の持ち運び状態の一部を切り欠いた背面図である。
【符号の説明】
１　容体
１Ａ　上部開口部
２　排水部
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３　取手部
４　脚部
５　係止機構
５Ａ　係止部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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